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＜ ２０２４年（令和６年）１１月 5日 発行 ＞ 

  
   

人権ふれあい講演会・パネル展の参加ありがとうございました。講演

内容の要旨をお知らせします。ハンセン病問題について理解を深め人権

が尊重される社会の実現に向けて生かしていただくことをお願いします。 

【講演会】（演題）「人権が尊重される社会のために」 

              ～ハンセン病問題から学ぶ～ 

      （講師）長島愛生園歴史館 学芸課長 田村朋久さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権ふれあいだより 

 

竹原市人権センター 

２2―７７３６ 

○長島愛生園について 

・岡山県瀬戸内市邑久町虫明、瀬戸内海の島、島全体が国有地、１９３０年日本 

で初めて作られた国立療養所（島には邑久光明園と２つの療養所がある） 

・年間見学者は、５００団体、１万人以上 

○ハンセン病とは、らい菌による細菌感染症。以前は「らい病」と言われていた 

が菌の発見者の名前から「ハンセン病」となった。 

○病気について 

・感染はまれ。 菌をたくさん持っている人と体の抵抗力の弱い人、おもに赤ち 

ゃんに、繰り返しの接触、とくにくしゃみでうつると言われている。感染して 

発症まで数年かかり、ほとんどの人はいつの間にか治る。衛生・栄養状態が悪 

く抵抗力が弱っている時に病気になる。今療養所におられる方が発病された背 

景は戦争等社会状況に大きな影響をうけている。ここ数年、日本人の発症者は 

確認されていない。 

・症状は、皮膚に赤い斑点、白斑ができる。末梢神経の麻痺のため指が伸ばせな 

い、表情が作れない。まばたきができないため視力を失う。知覚麻痺のためや 

けどをしたり、痛みを感じないため、傷の発見が遅れ、足や手を切断すること 

もある。症状を隠すことができないため差別の対象となった。 

・治療薬は、漢方薬の薬を使用していたが、あまり効果がなかった。１９４７年 

からプロミン治療が開始され、ハンセン病は治る病気となった。 

○現在の入所者について 

・ハンセン病患者でなく、ハンセン病の後遺症がある障がい者。 

 後天的な理由で障がいがあるという意味では、例えば脳卒中や交通事故で障が 

いを負われた方と何ら変わらない。その原因が、たまたまハンセン病であった 

と言うだけのこと。 

・愛生園の現在の入所者は７８名、平均年齢８８歳、平均在園年数６２年。 

 病気が治っているにも関わらず、６０年間も療養所で生活をせざるをえなかっ 

たその背景は、国の政策と市民の意識がある。今回は、ハンセン病についての 

正しい知識をお伝えしました。 次回は国の政策などについてお伝えします。 

  

 

 

                

ハンセン病問題について考えよう! (NO３)

２) 



 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月行事・教室の予定 

おめでとうございます 

  グラウンドゴルフ教室      

１０月１５日の結果 

【むなこしグランド】 

第１位 上岡昭徳 さん 

第２位 甘崎健三 さん 

第３位 大木秀夫 さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆グラウンドゴルフ教室 ７日 （むなこしグランド）  午前 ９時００分～ 
☆着付け教室         １１日・２５日   午後 １時００分～ 
☆パソコン教室     ５日・１２日・２６日   午後 ７時３０分～ 
☆カラオケ教室  毎週木曜日    午後 １時３０分～ 
☆はんこクラブ  毎週金曜日    午後 １時３０分～ 
☆健康相談        ２５日（骨密度測定があります）午前 ９時００分～           
 
 

困ったときは、一人で悩まないで、
相談してください 

☆人権相談 
差別・いじめ・いやがらせ等 

・竹原市人権センター 📞２２－７７３６ 

（月～金 午前 8 時３０分～午後５時１５分） 

・人権擁護委員による相談 

毎月第３水曜日 午前９時～１２時 

竹原市人権センター（予約不要） 

☆ＤＶ相談 
 ・竹原市 DV専門相談窓口 

竹原市人権センター内 📞２２－７７４８ 

（月～金 午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

緊急の場合は１１０番へ 
 

 

 

１１月１２日（火）～２５日（月） 「女性に対する暴力をなくす運動」月間」 

 女性に対する暴力は、夫・パートナーからの暴力（ＤＶ）、同意のない性交、痴漢、盗撮、 

セクシャルハラスメント、ストーカー行為など多岐にわたります。これらは女性に対する

重大な人権侵害で、決して許されるものではありません。竹原市では、11月広報たけはら

での啓発、市内の公共施設にパープル色ののぼり旗を立てて「女性に対する暴力をなくす

運動」を呼び掛けています。暴力を受けて、悩んでいる、困っている方は、ぜひ相談して

ください。◆竹原市人権センター ☎２２－７７３６ 月～金８：３０～１７：１５ 

                （祝日・年末年始を除く） 

     ◆性被害ワンストップセンター （２４時間３６５日受付） 

      ☎＃８８９１（無料ダイヤル） 

      ☎０８２－２９８－７８７８（直通ダイヤル、通話料金がかかります） 

 

 

 

  

２０２４たけはら人権フェスティバルの開催について 

 ・日時 １２月７日（土）～８日（日） 

 ・場所 竹原市人権センター・市民館 

 ・内容 人権に関する展示・作品展・模擬店等 

人権啓発市民講座  

※詳しくは、チラシを市内地域交流センター等に設置しますのでご覧 

ください。皆さんの参加をお待ちしています。 


